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後期高齢者医療被保険者証
の自己負担割合
　住民税課税所得が145万円以
上の方は「現役並み所得者(3割
負担)」と判定されますが、被保
険者の収入合計が基準に該当す
る場合は「一般(1割負担)」とな
ります。
　該当する可能性がある方には
市から基準収入額適用申請書を
お送りしますので、忘れずに申
請してください。

■1割負担になる基準
•同一世帯の被保険者が1人で、
383万円未満
•同一世帯の被保険者が2人以
上で、520万未満
•同一世帯の被保険者が1人で
383万円以上であっても、世帯
内に70歳以上74歳以下の方がい
る場合、その方の収入も含めて
520万円未満
※申請した翌月から適用です。
■問い合わせ先
　市民課　☎(32)8895

後期高齢者医療費保険者証
の更新
　現在お使いの後期高齢者医療
被保険者証の有効期限は、7月
31日㈮までです。
　8月から使用する保険証は7月
下旬に郵送されますので、現在
お使いの保険証は8月1日㈯以降、
市民課に返却してください。
■問い合わせ先
　市民課　☎(32)8895

土のう袋を配布

　台風や局地的な大雨による浸
水の被害から住宅や事業所を守
るため、ご希望の方に土のう袋
を無料で配布しています。
　いざというときのためにご活
用ください。
■配布期間
　7月1日㈬～11月30日㈪
■配布場所　安全安心課窓口
※お越しの際は事前にご連絡く
ださい。配送は行っていません。
■配布物　土のう袋
（約60ｃｍ（縦）×約45ｃｍ（横））
※1人20袋までです。
※中に入れる土砂は各自ご負担
ください。
■問い合わせ先
　安全安心課
　☎(32)8894

国民健康保険被保険者証の更新

　国民健康保険被保険者証と国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
は8月1日㈯に更新となります。
　7月下旬に新しい被保険者証を世帯主の方に送付します。現在お使い
の被保険者証は、8月1日㈯以降に市民課へご返却いただくか、ご自身
で破棄してください。
臓器提供意思表示
　被保険者証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄を設けています。
記入は任意ですが、記入の有無に関わらず個人情報保護シールを貼っ
てお使いください。
被保険者証の窓口交付
　新しい被保険者証を送付する7月下旬に、お仕事等で長期不在になる
場合、事前にお申し込みをいただければ、郵送ではなく直接、市民課
の窓口で交付することができます。
※世帯全員分の対応となります。個人分のみ交付することはできません。
※南河内窓口と石橋窓口では交付できません。
■申込期限　7月10日㈮
■交付期間　7月20日㈪～
■受け取りに必要なもの
　本人確認書類（免許証等）、印鑑
■申し込み・問い合わせ先
　市民課　☎(32)8895 国民健康保険
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